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報
は
や
ま
9
月
号

　

行
政
の
仕
事
が
、
町
民
の
人
々
や
民
間
企

業
ま
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
に
と
っ
て
代
わ

り
、
ま
ち
づ
く
り
の
手
法
も
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的

な
意
欲
と
意
見
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
に
ご
参

画
い
た
だ
き
、
行
政
に
対
す
る
意
見
や
提
案

を
行
な
う
場
と
し
て
、「
葉
山
ま
ち
づ
く
り

町
民
会
議
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

町
の
重
要
な
計
画
の
策
定
や
施
策
、そ
の

他
町
政
に
関
す
る
様
々
な
意
見
を
町
長
へ
提

言
し
て
い
ま
す
。登
録
後
は
、現
在
の
町
民
会

議
委
員
と
一
緒
に
行
動
し
て
い
た
だ
き
、さ

ま
ざ
ま
な
意
見
を
提
言
に
反
映
さ
せ
た
く
、

項
目
別
に
四
部
会
に
登
録
し
て
い
た
だ
き
会

議
を
進
め
て
行
き
ま
す
。ま
た
、会
議
に
は
基

本
的
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。是
非
お
読
み
い

た
だ
き
、こ
れ
に
賛
同
さ
れ
る
方
は
ご
応
募
く

だ
さ
い
。詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。募
集
内
容
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　
　

葉
山
ま
ち
づ
く
り
町
民
会
議

代
表　

葉
山
登
吉

応
募
資
格　

町
内
在
住
の
十
八
歳
以
上
の
人

（
高
校
生
を
除
く
）
で
町
の
常
勤
職
員
及

び
町
議
会
議
員
で
な
い
人
。
原
則
と
し
て

町
民
会
議
の
開
催
日
に
参
加
で
き
る
人

応
募
期
間　

九
月
一
日（
金
）〜
十
五
日（
金
）

登
録
期
間　

平
成
二
一
年
六
月
末
日

開
催
日　

月
一
回
程
度
（
予
定
）

応
募
方
法　

政
策
調
整
室
又
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に
あ
る
専
用
の
申
込
み
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
左
記
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ　

政
策
調
整
室　

　

�
内
線
三
九
〇
〜
三
九
二

　

�
八
七
六－

一
七
一
七

　現在、森戸川河口付近の砂浜に多数のボートが置かれています。

ボートが置かれている周辺は、草が生え砂浜が土化しています。そこ

で県がきれいな砂浜を取り戻すために砂浜再生工事を行います。

　河口付近に置かれているボート等につきましては、９月までに適正

な保管場所に移動をお願いします。なお１０月以降置かれているボート

等は海岸管理者において撤去します。

問合せ　県横須賀土木事務所許認可指導課　�８５３－８８００

　産業振興課　�内線３７３

森戸海岸砂浜再生工事を
実施します

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
②

〜
ま
ち
の
将
来
を
考
え
よ
う
〜

　

葉
山
町
、
近
隣
の
市
町
村
の
行
政
区
域
の

枠
組
は
、
昭
和
の
大
合
併
か
ら
約
半
世
紀
前

に
で
き
あ
が
り
ま
し
た
が
、
当
時
と
現
在
と

は
世
の
中
の
様
子
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま

す
。

　

地
方
分
権
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
実
行
の
段

階
に
あ
り
、
急
速
に
進
む
少
子
・
高
齢
化
、

深
刻
化
す
る
環
境
問
題
へ
の
対
応
な
ど
市
町

村
が
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
多
様

化
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
住
民
の
日
々
の

生
活
や
経
済
活
動
は
、
市
町
村
の
枠
を
超
え

て
広
域
化
・
国
際
化
し
、
行
政
ニ
ー
ズ
は
ま

す
ま
す
複
雑
・
高
度
化
し
て
い
ま
す
。
歴
史

的
な
転
換
期
に
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
三
月

に
三
、
二
三
二
あ
っ
た
市
町
村
は
、
七
年
間

に
約
四
三
・
七
％
が
合
併
し
、
全
国
の
市
町

村
は
一
、
八
二
〇
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
町

村
の
姿
が
、
現
在
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
ど
う

か
、
さ
ら
に
充
実
強
化
さ
れ
都
市
化
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
論
議

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

企
画
課　

�
内
線
三
三
一

葉
山
ま
ち
づ
く
り
町
民
会
議
委
員

第
二
回
募
集



７

お
知
ら
せ

真
名
瀬
漁
港
に
お
け
る
ボ
ー
ト
な
ど
の

放
置
禁
止
に
つ
い
て

な
く
な
り
ま
す
。
ボ
ー
ト
な
ど
は
、
適
正
な

場
所
で
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

産
業
振
興
課　

�
内
線
三
七
二

　

�
 
部
分
が
真
名
瀬
漁
港
に
お
け
る
船

舶
等
の
放
置
禁
止
区
域

　

今
年
十
月
一
日
か
ら
、
左
記
の
区
域
に
は

漁
船
以
外
の
船
舶
や
車
両
等
の
放
置
が
で
き

真名瀬漁港における船舶等の放置禁止区域�

土
地
・
家
屋
台
帳
の
第
三
者
に
よ
る

閲
覧
が
で
き
な
く
な
り
ま
す　
　
　

　

こ
れ
ま
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し

て
、
不
動
産
登
記
情
報
等
を
基
に
土
地
・
家

屋
の
面
積
や
所
有
者
の
住
所
・
氏
名
な
ど
を

掲
載
し
た
土
地
・
家
屋
台
帳
を
第
三
者
へ
の

閲
覧
に
供
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
」
の
施
行
や
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
の

改
正
（
何
人
で
も
閲
覧
を
請
求
で
き
る
と
い

う
現
行
の
閲
覧
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
閲
覧
が

制
限
）さ
れ
る
な
ど
、個
人
情
報
の
取
り
扱
い

が
慎
重
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
の

土
地
・
家
屋
台
帳
を
第
三
者
の
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
は
、
個
人
情
報
を
保
護
す
る
観
点
か

ら
適
切
で
な
い
た
め
、今
年
十
月
一
日
か
ら
土

地
・
家
屋
台
帳
の
閲
覧
制
度
を
廃
止
し
ま
す
。

※
地
方
税
法
（
法
三
八
二
の
二
）
に
基
づ
く

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
制
度
は
引
き

続
き
行
い
ま
す
。

　

地地地地地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方方方方方
税税税税税税税税税税税税税税
法法法法法法法法法法法法法法
にににににににににににににに
基基基基基基基基基基基基基基
づづづづづづづづづづづづづづ
くくくくくくくくくくくくくく
閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

地
方
税
法
に
基
づ
く
閲
覧

●
閲
覧
で
き
る
人

①
納
税
義
務
者　

②
同
居
の
親
族

③
借
地
借
家
人　

④
委
任
状
持
参
者
等

●
閲
覧
対
象
と
な
る
資
産
情
報

①
納
税
義
務
に
係
る
土
地
・
家
屋

②
借
地
借
家
に
係
る
土
地
・
家
屋
等

登
記
情
報
の
閲
覧
は
、（
財
）
民
事
法
務
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
登
記
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス

（
有
料
）（http://w

w
w１
.touki.or.jp/

）」
を

通
じ
て
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

�
内
線
二
五
六
・
二
五
七

国
際
交
流
協
会
ふ
れ
あ
い
講
座

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉

「
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
経
験
し
て

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
経
験
し
て
」

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
姉
妹
都
市
ホ
ー
ル
ド

フ
ァ
ス
ト
ベ
イ
市
と
の
学
生
交
流
が
継
続

し
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
た
学
生
・
ホ
ス
ト

フ
ァ
ミ
リ
ー
と
な
っ
た
家
庭
を
通
じ
て
国
際

交
流
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

経
験
談
を
聞
い
て
、
意
見
交
換
を
し
、

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

九
月
三
〇
日（
土
）十
三
時
〜
十
五
時

場
所　

消
防
庁
舎
地
下
講
堂

発
表
者　

派
遣
学
生
と
受
入
れ
家
庭

定
員　

三
〇
人
（
先
着
順
）

申
込
み
・
問
合
せ　

電
話
で

　

国
際
交
流
協
会
事
務
局
（
企
画
課
内
）

　

�
内
線
三
三
二


